
【導入】 
みなさんは「結婚」したいですか？ 
 
私はしたい！ 
いつか結婚して、奥さんと地元にマイホームを建て、 
子供を産んで、ピクニックに行って、幸せな家庭を築きたい。 
 
この夢が実現するかどうかは今のところわかりません。 
私のこれからの努力次第、といえるでしょう。 
 
＜間＞ 
 
ところが、もし、努力とは全く無関係に、そもそも結婚すらできないとしたら。。。 
そんな人いるの？そう思う人もいるでしょう。 
しかし、そんな人は間違いなく存在しています。 
 
それは、同性愛者をはじめとする「LGBT」です。 
彼らは結婚できないことでどういった境遇にあるのか.. 
本弁論ではLGBTのおかれた現状と、その解決策について訴えます。 
 
＜間＞ 
 
【現状】 
LGBTとは、 
 
同性愛者であるレズビアン・ゲイ、 
両性愛者のバイセクシャル、 
心と身体の性が一致しないトランスジェンダー、 
 
こうした人々のことを指す言葉です。 
 
LGBTの人は、皆さんの周囲にも確実に暮らしています。 
実際、LGBTの人の割合は、国民全体の８％。左利きの人数と同じ割合です。 
 
LGBTの人と、そうではない人との違いは、 
「好きになる相手が同性であること」、ただ１点のみです。 
 
しかし、このたった１点の違いが、彼らに大きな問題をもたらしています。 
彼らは、「結婚」することが、できないのです。 
 
（5秒の間） 
 
人はなぜ、結婚をするのでしょうか。 
既婚者1000人を対象としたアンケートでは、8割の人々が「愛する人と一緒になれるか

ら」、5割の人々が「安らげる場所が出来るから」と回答しています。 
つまり、愛する人と一緒に寄り添うことが出来る、という思いが結婚の理由だと言えます。 



 
その思いは、LGBTの人々も同じです。 
実際に、彼らの６割以上が、愛する人との結婚を望んでいるのです。 
 
ですが、その願いが叶えられることはありません。 
なぜなら、同性の結婚を認める法制度が存在しないからです。 
 
彼らLGBTは、好きになった相手が同性だったというだけで、結婚という普遍的な願いが認

められないのです。 
 
（間） 
 
「結婚しなくても、一緒に住めればよいのではないか」 
「愛し合っていればそれでいいのではないか」 
そう考える方もいるでしょう。 
 
しかし、結婚という選択肢を持たない彼らは、愛する気持ちだけでは乗り越えることのでき

ない大きな壁に直面してしまいます。 
 
「結婚を条件とする権利」が、彼らには認められていないのです。 
例えば、遺産相続を受ける権利や、税金の控除などが当てはまります。 
 
また、介護休暇を受ける権利や、病院で面会する権利も認められていません。 
介護休暇を取れなければ、パートナーが病気になっても看病することができない。病院での

面会が認められないと、パートナーの最期に立ち会うことができない。 
このように、結婚ができないと、愛する人に寄り添うために必要な権利が、認められないの

です。 
 
このような現状に対し、全く対策が講じられていないわけではありません。 
2015年、東京都渋谷区で同性パートナーシップと呼ばれる制度が導入されました。これ

は、同性カップルに対して、結婚関係に相当する関係を認めるというものであり、全国の9
つの自治体で導入されています。 
 
このパートナーシップにより、民間のサービスや公共機関による保証などを受けるときに、

結婚と同様の「配慮」を受けることができるとされています。 
しかし、受けられるのはあくまで「配慮」。たとえパートナーシップを利用したとしても、

結婚を条件とするサービスを受けられるかどうかの判断は、相手に委ねられるのです。 
 
つまり、権利が認められなかったとしても、同性カップルは泣き寝入りするしかないので

す。 
一見、同性カップルの権利を実現したように思える同性パートナーシップですが、実情は大

きくかけ離れているのです。 
 
以上のことから、LGBTは結婚することが叶わず、結婚によって得られる権利を享受するこ

とができていないと言えます。 
 



【問題点】 
結婚。この言葉を聞いたときに、皆さんはどんなことを思い浮かべますか？ 
 
「たったひとりの愛する人と、一生を共にする」「幸せな家庭を築く」 
こういった前向きな幸せから、 
「一人の時間がなくなる」「大きな責任を負う」 
といった後ろ向きな不安まで、結婚によって得るものは様々でしょう。 
 
二人の関係が終わるとき。それは、どちらかが亡くなったときです。 
 
「病める時も、健やかなるときも…」 
楽しいときも、苦しいときも、ともに支えあい、ともに人生を歩む。 
 
もしパートナーが病気で苦しんでいるなら、仕事を休んで看病する。 
最期を迎えるときは、病院に駆けつけ、隣で見守る。 
 
「死が二人を分かつまで…」 
結婚とはそんな覚悟を持って、一生を共にする伴侶を選ぶ、人生の大きな通過点なのです。 
 
（間） 
 
辛いとき、苦しいときにこそ、愛する人に寄り添うこと、寄り添ってもらうことが何より大

切です。 
ですが、LGBTの人々は、愛するパートナーのために介護休業をとったり、病院で面会する

ことはできません。 
なぜなら、彼らの愛がいくら大きくても、いくら努力をしても、家族にはなれないから… 
 
（間） 
 
ただ愛し合っているだけでは、いざというときに寄り添うことは叶いません。 
結婚の契りは、二人の愛し合う人が、共に過ごすことを叶えるものなのです。 
 
パートナーとして選んだ相手が、同性だった。 
たったそれだけの理由で、愛する人に寄り添うことができないというのは、彼らのそんな願

いを、覚悟を踏みにじるのは、あまりに酷ではないでしょうか。 
 
【理念】 
私は、LGBTの人たちが、同性のパートナーと一生の伴侶になれる、そんな社会を実現した

い！ 
そのためには、彼らの関係を結婚という形で法的に認める必要があります。 
法的に結婚関係を認められることで、彼らを取り巻く障壁が排除されます。 
そうすることで、彼らは初めて、愛する人と生涯を通して寄り添えるようになるのです。 
 
【先出しプラン】 
この理念を実現するため、私は同性婚の導入を提案します。 
人間・社会にとって最も大切な法制度の一つである結婚を同性も利用可能とするのです。 



 
日本において結婚は民法に定められています。 
民法では婚姻を明確に男女間に限定していませんが、「夫婦」「父母」などの文言がありま

す。 
それによって婚姻が男女間によるものであると前提にしています。 
 
そこで特別法を制定し、同性間の婚姻規定を定めます。 
こうすることで、LGBTの人たちが結婚という制度を利用することができるようになるので

す。 
 
【それでも残る課題】 
ですが、現実として同性婚は導入されていません。 
そこには、大きな壁が存在するからです。それは、国民の理解です。 
 
現在、同性婚の導入を検討している政府与党は、「導入のためには国民の理解が必要だ」と

見解を示しています。 
しかし、国民の同性婚への理解は進んではいません。 
事実、「LGBTに対する政策は十分か」、その問いに対して国民の８割は「もう十分できて

いる」と答えているのです。 
 
（間） 
 
【課題への提言（聴衆への訴え）】 
今、同性婚容認に向けて足りていないもの。 
それは「LGBTに対する政策はまだ不十分だ！」「同性婚が出来ないのはあまりに酷だ！」 
そんな、わたしたち一人一人の、問題意識です。 
 
…そこで！ 
今この場にいる皆さんに、ぜひ実行してほしいことがあります！ 
 
それは 
「今日この場にいなかった人、1人と、同性婚の問題について話してみる」 
ということです！ 
 
同性婚について話をすること、そしてその輪が広がることで、結婚できないLGBTの人々の

苦しみが伝わっていき、人々の間で理解が進むからです。 
 
家族や友人、恋人でも構いません。SNSで投稿してみてもいいかもしれません。 
ただ話し合うだけでいいんです。そうして問題意識を広めることで、LGBTの同性婚への理

解が広まり、同性婚が実現できるのです！ 
 
【締め】 
「明日からやろうはやらない。弁論はいつもそうだ」 
私のお願いは、解決のスケールとしては小さいかもしれません。 
政府による広報や、教育という政策も確かに考えられるでしょう。 
ですが私はこの問題を、明日に先送りにしたくはないのです！ 



私が、今日演台に立つ意味。今、このちっぽけな私ができることは、この演台に立ち、今こ

の場で皆様にお願いをすることです！ 
 
LGBTでも愛する人と寄り添える、そんな同性婚実現のために！ 
・・・まず1人、話をしてみてください。ご清聴ありがとうございました。 
 
 
 
 
 


